
　１．はじめに

「持続可能な発展（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ）」とい

う概念が初めて世に出たのは、１９８７年のブルントラ

ント報告においてであった。これは、ノルウェーの

ブルントラント元首相が委員長を務めた「環境と開

発に関する世界委員会」が国際連合総会に提出した

報告書「我ら共有の未来」の中で提唱した概念であ

る。これによると「持続可能な発展」とは「将来の

世代が自分たちの必要性を満たす能力を妥協するこ

となく、現在の世代が自分たちの必要性を満たすた

めに行う開発（ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｔｈａｔ ｍｅｅｔ ｔｈｅ ｎｅｅｄｓ ｏｆ 

ｔｈｅ ｐｒｅｓｅｎｔ ｗｉｔｈｏｕｔ ｃｏｍｐｒｏｍｉｓｉｎｇ ｔｈｅ ａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ ｆｕ-

ｔｕｒｅ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｓ ｔｏ ｍｅｅｔ ｔｈｅｉｒ ｏｗｎ ｎｅｅｄｓ）」とされ

ている。このときすでに経済的発展の結果、資源の

枯渇、環境の悪化・制約を強く意識していた先進国

と今後経済的発展を目指す発展途上国との間で、環

境保全か開発かと論争されていたのを受けて、これ

ら両者の対立ではなく、両者を止揚して「持続可能

な発展」という概念が生まれてきた。

　また、１９９１年には世界自然保護基金（ＷＷＦ）は
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　大都市圏では産業・人口が集中したため、工場・自動車交通等から大気汚染物質が大量

に排出され、大気汚染が深刻となった。そのため各種の環境技術が開発され、二酸化硫黄

や一酸化炭素による大気汚染は解決された。まだ問題となっている二酸化窒素や浮遊粒子

状物質による大気汚染も、大きく改善される展望が開けてきた。他方、地球温暖化問題は

省エネ技術等の開発により進行を遅らせることはできるが、大きく改善するには化石燃料

を大量に消費する我々の生活様式・経済活動を二酸化炭素の排出が少ないものにすること

が大切である。
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その報告書『Ｃａｒｉｎｇ ｆｏｒ ｔｈｅ ｅａｒｔｈ－Ａ ｓｔｒａｔｅｇｙ ｆｏｒ 

ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ ｌｉｖｉｎｇ』の中で「持続可能な発展」を

「生態系の扶養能力の範囲内での生活の質の改善

（…ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ ｔｈｅ ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ ｌｉｆｅ ｗｈｉｌｅ ｌｉｖｉｎｇ ｗｉｔｈｉｎ 

ｔｈｅ ｃａｒｒｙｉｎｇ ｃａｐａｃｉｔｙ ｏｆ ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ ｅｃｏ-ｓｙｓｔｅｍ）」

と定義している。

　この後、この流れは１９９２年にブラジルのリオデジ

ャネイロで開催された地球サミットで、多くの国に

より署名された「気候変動枠組条約」「生物多様性条

約」に結びついた。さらに、１９９７年に京都で開催さ

れた第３回気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ３）

において、先進国等に対して温室効果ガス排出削減

量の数値目標を定めた京都議定書の採択につながっ

ている。

　本稿では、このような背景をもつ「持続可能な発

展」と交通環境という文脈の中で、社会と経済の発

展に不可欠な交通がもたらすさまざまな環境負荷に

より生じる問題のうち、自動車排出ガスによる大気

汚染と地球温暖化といった大気質の問題に焦点を絞

って論じてみる。

　まず、わが国における自動車排出ガスに含まれる

二酸化硫黄（ＳＯ２）、一酸化炭素（ＣＯ）、窒素酸化物

（ＮＯｘ）、粒子状物質（ＰＭ）等による大気汚染や、二酸

化炭素（ＣＯ２）による地球温暖化についてこれまでの

状況を概観してみる。次に、これら大気質問題に影

響を及ぼす要因として、自動車の排出ガス規制や道

路交通量等がどのように推移してきたかを述べる。

最後に、これら大気質問題の将来の展望について論

じる。

　２．大気質問題の過去と現在の状況

　自動車からの排出ガスにはＳＯ２、ＣＯ、ＮＯｘ、ＰＭ

等の大気汚染物質や温室効果ガスであるＣＯ２が含ま

れている。前者に関して環境基本法第１６条では環境

基準を定めること、大気汚染防止法第１９条では自動

車排出ガスの許容限度を定めることとしている。ま

た、後者については「エネルギーの使用の合理化に

関する法律」（以下、省エネ法という）により自動車

の燃費の改善が規定されている。ここでは、大気質

問題のこれまでの状況について、これら排出ガスの

環境濃度や環境基準の達成率、また排出量等を見て

みる。

　２－１　大気汚染問題

１）二酸化硫黄と一酸化炭素

　Fig.1は全国に設置された測定局で測定された

ＳＯ２濃度の年平均値の推移を示したものである。

ＳＯ２濃度は自動車排出ガス測定局（自排局）と一般大

気環境測定局（一般局）の双方で、１９７０年以降この３０

年間で大きく低下した。１９７０年には３０ｐｐｂ（比率の

単位で１０億分の１）を超えていた濃度はその後急速に

低下し、１９８０年には約１０ｐｐｂになり、その後さらに

徐々に低下、最近では約５ｐｐｂとなっている。現在

では火山の近くの数箇所の測定局を除いてすべての

測定局で、ＳＯ２濃度は環境基準（日平均値の年間
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２％除外値―年平均値の約２倍―で４０ｐｐｂ）を大き

く下回っている。これは自動車燃料の規制が強化さ

れ、燃料中の硫黄含有量が大きく低下したためであ

る。１９７０年には１．０～１．２％以下であったが、これま

での規制強化の結果現在では０．０５％以下となってお

り、２００４年末までにはさらに０．００５％以下に低減さ

れることとされている。

　ＣＯ濃度の状況も上記のＳＯ２の状況によく似てい

る。全国に設置された測定局で測定されたＣＯ濃度

の年平均値は、自排局と一般局ともに１９７０年以降こ

の３０年間で大きく低下した。１９７０年には３～４ｐｐｍ

（比率の単位で１００万分の１）だった濃度は急速に低

下し、１９８０年には１～２ｐｐｍになり、その後さらに

徐々に低下し、最近では１ｐｐｍを下回っている。現

在では全国のすべての測定局で、ＣＯ濃度は環境基

準（日平均値の年間２％除外値で１０ｐｐｍ）を大きく

下回っている。これは、燃料噴射の電子制御等エン

ジン技術の開発によりエンジンにおける燃料の不完

全燃焼が大きく改善されたためである。

２）二酸化窒素と浮遊粒子状物質

　Fig.2は、二酸化窒素（ＮＯ２）と浮遊粒子状物質（Ｓ

ＰＭ）の年平均濃度の経年変化を示している。それ

らは１９７０年代と、１９８０年代の初めには自排局でも一

般局でも減少していったが、近年ではあまり変化は

見られない。最近の自排局の年平均ＮＯ２濃度は約

３０ｐｐｂで、一般局の約１．５～２倍である。また、最

近の自排局における年平均ＳＰＭ濃度は約５０μｇ／

ｍ３で、一般局の約１．２～１．５倍である。

　ＮＯ２とＳＰＭの環境基準を満足している測定局の

割合を見てみる。ＮＯ２の環境基準は日平均値の年間

９８％値が４０ｐｐｂから６０ｐｐｂの間、またはそれ以下で

ある。また、ＳＰＭの環境基準は日平均値の年間

２％除外値が１００μｇ／ｍ３以下かつ１時間濃度が２００

μｇ／ｍ３以下である。ＮＯ２濃度は一般局の約９５％で

環境基準を達成している。しかし、自排局では６０～

７０％程度の達成率であり、さらに自動車ＮＯｘ法の特

定地域の自排局では３０～４０％程度の達成率である。

一方、ＳＰＭに関しては一般局の環境基準達成率は

６０～７０％程度であり、自排局では３０～４０％程度の達

成率となり、さらに自動車ＮＯｘ法の特定地域の自排

局では１０％程度の達成率である。

　上記のように自動車排出ガスの影響のため大気汚

染は、一般地域より幹線道路の沿道地域の方が厳し

い状況となっている。さらに東京や大阪、名古屋の

ような自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の特定地域の沿道地域の方

が、その他の地域の沿道地域より厳しいものとなっ

ている。これは、そのような大都市圏に巨大な社会・

経済活動が集中していることにより大量の大気汚染

物質が排出されているためである。ＮＯ２とＳＰＭの

環境基準達成率を比べてみると、後者の方が悪くな

っている。これは、日本では自動車排出ガス規制が

ＮＯｘに比べＰＭは遅れてとられたため、ＰＭの規制を

受けていない使用過程車がまだ多く走行しているた

めと考えられる。

　東京圏と阪神圏における１９９０年と１９９７年のＮＯｘ排

出量を見てみると、東京圏では２２１，０００ｔ／年から

２１２，０００ｔ／年に、阪神圏では８１，０００ｔ／年から７６，０００

ｔ／年に減少している。約４～６％の減少であるが、

これは、自動車排出ガス規制の強化と１９９２年に制定

された自動車ＮＯｘ法の施行のためであると考えられ

る。

　Fig.3は１９９７年におけるＮＯｘとＰＭの部門別排出量

を、東京圏と阪神圏について示したものである。自

動車からのＮＯｘ排出量は総排出量の約５０％であるの

に対して、自動車からのＰＭ排出量は約２０～３０％で

ある。自動車排出ガスの寄与率はＰＭよりＮＯｘの方

が大きいことが分かる。

　２－２　地球温暖化問題

１）気温の推移

　地球の全球平均気温の推移を１９６１年から１９９０年ま

での平均を基準として見てみると、１８９９年から１９９９

年までの過去１００年間に約０．６度平均気温が上昇して

いる。過去にも地球は氷期と間氷期の間で気温の変
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化を経験している。しかし、最後のヴュルム氷期が

終わり現在の間氷期が始まったのは約１万年前と言

われており、それ以降の気温の上昇は約１度と考え

られており、非常に緩慢な変化であった。現在の地

球温暖化は、その気温変化の速度が非常に大きいこ

とが問題なのである。この気温の上昇が海水の膨張、

極地や高山地の氷雪の融解を引き起こし、その結果

海水面が上昇する。過去１００年間の地球規模での海

水面の上昇は１０～２５ｃｍとなっている。この他、極

端な高温現象や洪水、干ばつが増加するなど深刻な

問題が現れ始めている。

２）二酸化炭素濃度の推移

　大気中のＣＯ２濃度の推移を見てみると、１７５０年か

ら１８００年に欧州で進展した産業革命以前は約２８０ｐｐ

ｍで安定していたが、その後急激に上昇し、現在で

は約３６０ｐｐｍに達している。最近では毎年約１．５ｐｐｍ

の割合で増加している。これは、化石燃料の使用の

増加、農地の拡大・都市化といった土地利用の変化

等によると考えられている。

３）二酸化炭素排出量　

　Fig.4は世界のＣＯ２排出量の１９５０年から１９９６年ま

での推移を示したものである。これによると１９５０年

には約１７億ｔ（炭素換算＝ＣＯ２換算では約６２億ｔ）

であった排出量が、１９９５年には約６３億ｔ（炭素換算

＝ＣＯ２換算では約２３１億ｔ）と約３．７倍に増加してい

る。これを先進国と開発途上国に分けてみると、先

進国では１９７０年代の後半以降は排出量は概ね横ばい

であるが、開発途上国では一貫して増加している。

　また、１９９７年における国別のＣＯ２排出量を見てみ

ると、世界全体の排出量約２３２億ｔ（ＣＯ２換算）のう

ち、米国は２３．６％と世界最大の排出国であり、その

後に中国、ロシアが続き、日本は５．０％と世界第４

位の排出国である。

　さらに１９９９年における日本のＣＯ２排出量の部門別

内訳を見てみると、産業部門の排出量が全排出量約

１２．３億ｔ（ＣＯ２換算）の４０．３％と最も大きく、次いで

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２８，Ｎｏ．３ 平成１５年１０月（　）２２

大西博文

1950 
（昭和25） 

1960 
（昭和35） 

1970 
（昭和45） 

1980 
（昭和55） 

1990 
（平成2） 年 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000
（100万トン） 

東欧＋旧ソ連 

開発途上国 

西側先進国 

先進国 

合計 

炭
素
換
算 

（100万トン） 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

排
出
量（
　
換
算
） 

部門　平成2年度→平成11年度（平成2年度比） 

産　業 49,000万t→49,400万t （0.8%増） 

運　輸 21,100万t→26,000万t （23.0%増） 

民生（家庭） 13,800万t→15,900万t（15.0%増） 

民生（業務） 12,500万t→15,000万t （20.1%増） 

エネルギー転換 7,700万t→8,600万t （11.7%増） 

工業プロセス 5,900万t→5,300万t（9.5%減） 

廃棄物（プラスチック、廃油の焼却） 
 1,300万t→2,400万t（86.3%増） 平成2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

年度 

CO2
 

出典）オークリッジ国立研究所二酸化炭素分析情報センター（米国）
推計値。

Fig. 4　世界のＣＯ２排出量の推移３）（１９５０‐１９９６年）

Fig. 5　わが国の部門別ＣＯ２排出状況３）

２１４



２１．２％の運輸部門、１３．０％の民生部

門（家庭）、１２．２％の民生部門（業務）

となっている。

　Fig.5は１９９０年から１９９９年までの

日本のＣＯ２排出量の推移を部門別に

示したものである。これによると排

出量が最大の産業部門の増加は

０．８％であるのに対し、その他の部

門の増加は工業プロセスを除きすべ

て１０％を超えている。特に運輸部門

の増加は２３．０％と非常に大きくなっ

ている。全体では９．０％の増加とな

っている。今後、京都議定書で定め

られた２００８年から２０１２年までの間に

１９９０年比で６％削減するには１９９９年

の排出量の約１５％削減しなければな

らないという非常に厳しい状況にな

っている。

　１９９９年度における運輸部門のＣＯ２
排出量を輸送機関別に見てみると、

道路交通は運輸部門全体の８７．８％で

あり、中でも自家用乗用車が５６．４％

と過半数を占めている。

　３．大気質問題と影響要因

　３－１　自動車排出ガスと燃料の規制

１）窒素酸化物と粒子状物質

　大気汚染防止法は、自動車から排出されるＣＯ、

炭化水素（ＨＣ）、ＮＯｘ、ＰＭの量を規制している。同

法により規制されているＮＯｘ及びＰＭの排出量の許

容限度を、代表的なガソリン乗用車とディーゼルト

ラック・バスに関してそれぞれFig.6とFig.7に示す。

　まず、ＮＯｘの許容限度は、最初に乗用車に対して

１９７３年に導入された。それは２．１８ｇ／ｋｍで、１９７８年

までに３回強化されて０．２５ｇ／ｋｍに低下した。さ

らに２０００年には０．０８ｇ／ｋｍに低減されており、２００５

年には０．０４ｇ／ｋｍ以下に低減される予定である。

　総重量が２．５ｔを超え、かつ燃料供給装置が直接

噴射式のディーゼルトラック・バスに関するＮＯｘ排

出量の許容限度は１９７４年に初めて導入され、試験モ

ード６Ｍで７７０ｐｐｍであった。その後１９８８年までに

４回強化され、４００ｐｐｍに低下した。さらに１９９７年に

は改定された試験モードＤ１３Ｍで４．５ｇ／ｋＷｈに低

減されており、今後２００３年には３．３８ｇ／ｋＷｈ、さら

に２００５年には２．０ｇ／ｋＷｈに低減される予定である。

　次にＰＭに関しては、総重量が２．５ｔを超えるデ

ィーゼルトラック・バスのＰＭ排出量の許容限度が、

比較的新しく１９９４年に導入されており、０．７ｇ／ｋＷｈ

であった。１９９７年には０．２５ｇ／ｋＷｈに強化された。

さらに２００３年には０．１８ｇ／ｋＷｈに、２００５年には０．０２７

ｇ／ｋＷｈに低減される予定である。ガソリン自動車

のＰＭ排出量はディーゼル自動車に比べて非常に少

ないため、許容限度は設けられていない。

　これらを見るとガソリン乗用車のＮＯｘやＰＭの排

出量の許容限度はかなり小さく、大気汚染に及ぼす

影響は小さいと考えられる。一方、ディーゼル自動

車のＮＯｘやＰＭ排出量の許容限度は、これまでの規

制強化にもかかわらずまだ大きい。これが近年の大

都市圏における大気汚染の一つの要因であると考え

られる。特にＰＭによる大気汚染に関しては自動車

排出ガス規制が１９９４年に導入されたばかりで、ＮＯｘ
に比べると非常に遅かった。このことはＰＭに関し

て未規制のディーゼル自動車がまだ道路を走ってい

ることを意味する。しかしながら、２００５年までにデ

ィーゼル自動車のＮＯｘとＰＭの排出量の許容限度が

さらに大きく低減される予定であり、将来の大気汚
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出典）中央環境審議会報告書『将来の自動車排出ガスの総合的な対策について』
（２０００年）より作成。

Fig. 7　自動車排出ガス量の許容限度の推移（ＰＭ）４）
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Fig. 6　自動車排出ガス量の許容限度の推移（ＮＯｘ）４）
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染の改善に明るい展望を与えてくれている。

２）二酸化炭素

　省エネ法が乗用車と小型トラックのエネルギー効

率の基準を規定している。Fig.8は車両重量毎にガ

ソリン乗用車の燃費の基準を示したものである。こ

の基準は最初に１９８５年以降に販売された新車に適用

された。基準は車両重量によって異なるが、８．５～

１９．８ｋｍ／�であった。その後基準は９．１～１９．０ｋｍ

／�に改定され、２０００年以降に販売される新車に適

用されることとなった。これにより燃費は４～７％

改善された。さらに基準はトップランナー方式によ

り６．４～２１．２ｋｍ／�に改定され、２０１０年以降に販売

される新車に適用されることとなった。Fig.8から

も分かるように、車両重量が２，０００ｋｇ以上の自動車

を除き、これらの基準の改定により乗用車と小型ト

ラックの燃費は徐々に改善されている。

　Fig.9は乗用車の平均燃費を示したものである。

新車に関しては１９７５年から１９８４年まで燃費は９．８ｋｍ

／�から１３．６ｋｍ／�に増加している。しかし、そ

の後減少し、１９９４年には１１．７ｋｍ／�になった。これ

は１９８５年以降乗用車が大型化していったことと、ア

クセサリー類をより多く装備していったためと考え

られる。皮肉なことに１９８５年というのは新車の燃費

基準が最初に導入された年であった。省エネ法では

車両重量別に燃費の改善を規定しているので、小型

の乗用車からより大きな乗用車に転換していくと乗

用車全体の燃費の改善は進まない。欧州では政府と

自動車メーカーの自主的協定により、各メーカーが

販売するすべての乗用車の平均燃費が規定されてお

り、日本の自動車メーカーもこの協定に参加してい

る。日本でもこのような取り組みが必要と考えられ

る。１９９５年以降は平均燃費は再び改善されている。

　保有されている全乗用車の平均燃費に関しては、

１９７７年が最も低く、１１．２ｋｍ／�であった。その後

徐々に改善されて１９８８年には１２．８ｋｍ／�に上昇した。

しかし１９８９年以降は低下していった。これは、１９８５

年以降の新車の燃費が低下したためである。将来、

燃料電池自動車などが実用化されると考えられてお

り、電気自動車のＣＯ２排出量は発電時の排出量を考

慮してもガソリン自動車の約４２％とする推計もある。

３）自動車燃料

　大気汚染防止法は、また自動車燃料に含まれる硫

黄の濃度も規制している。これは、当初はＳＯ２によ

る大気汚染を防止するために行われていたが、最近

ではこれに加えて、燃料に硫黄が含まれると自動車

排出ガスの浄化対策が技術的に困難になるため行わ

れるようになった。１９９７年には軽油の硫黄含有量が

重量比で０．２％から０．０５％に低減されている。さら

に、２００４年末までには欧州諸国における現在の規制

と同等の０．００５％に低減される予定である。これに

より、２００５年に実施予定のディーゼル自動車の排出

ガス規制の強化が可能となる。

　３－２　自動車交通

１）交通量

　日本における年間自動車走行台キロの推移を見て

みると、１９７５年の２，８６３億台キロから１９９９年の７，４６５

億台キロまで２．６１倍に増加している。乗用車は２．７０

倍増加しているのに対して、貨物車は２．４５倍とやや

小さい。

２）自動車保有台数

　一方、自動車保有台数（小型特殊自動車、被けん

引車、二輪車を除く）の推移を見てみると、１９７５年

の２，８３７万台から１９９９年の７，１４６万台へと２．５２倍に増

加している。乗用車は２．９２倍に増加しているのに対

して、貨物車は１．８６倍と小さい。

国際交通安全学会誌　Ｖｏｌ．２８，Ｎｏ．３ 平成１５年１０月（　）２４

大西博文

注）燃費は１９９０年以前は１０モードで、１９９１年以後は１０／１５モードで試
験されている。図では１９９１年以後の燃費は１０モードに換算して、
すべて１０モードによる燃費で示している。

Fig. 9　乗用車の平均燃費の推移４）
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Fig. 8　省エネ法によるガソリン乗用車の燃費基準４）

500 1,000 1,500 2,000 2,500

25

20

15

10

5

0

基
準
燃
費
 

（km/ �） 

車両重量（kg） 

1985 2000 2010

1972 75 80 85 90 95 98

14
（km/ �） 

13

12

11

10

9

平
均
燃
費
 

年度 

保有 

新車 



３）旅行速度

　自動車の旅行速度は大気汚染物質やＣＯ２の排出量

に密接に関係している。Fig.10によると旅行速度が

６０～７０ｋｍ／ｈのときにそれらの排出量は最も少なく

なるが、交通渋滞により旅行速度が低下していくと、

排出量は指数的に増加する。１９９９年に実施した道路

交通センサスにおける旅行速度調査によると、平均

旅行速度は都市間高速道路で８０．４ｋｍ／ｈ、都市高速

道路で４４．３ｋｍ／ｈ、一般国道全体で３６．７ｋｍ／ｈ、

また都市部（ＤＩＤ）の一般国道で２１．３ｋｍ／ｈとなって

いる。都市部では旅行速度が低くなっており、また

交通量も多いため、より多くの大気汚染物質等が排

出されている。

　４．大気質問題の変遷

　２章と３章で日本におけるこれまでの大気質問題

の状況とその要因を述べてきた。これらからすると、

１９５０年代後半、１９６０年代、１９７０年代は工業化による

経済成長に伴い臨海部に工業地帯が形成され、その

中の三重県四日市市や神奈川県川崎市、兵庫県尼崎

市、大阪市西淀川区、名古屋市南部地域等で工場か

らの排出ガスにより大気汚染が発生してきた。また

工業化とともに自動車交通量も増加して、大型トラ

ック等からの排出ガスもこれに加わった。これらの

地域では大気汚染公害の訴訟が１９７６年以降次々と提

訴されている（１９９５年以降判決が下されたり、和解が

成立している）。一方、大気汚染対策技術が開発され

て、工場には排煙脱硫技術や排煙脱硝技術、低ＮＯｘ
燃焼技術が導入され、燃料である石炭や石油も硫黄

含有量の低いものが使われるようになり、また自動

車のエンジン等も改善されていった。このようにみ

ると、この時代の大気汚染は産業公害といえるもの

であった。

　これらの対策の結果、１９８０年代以降工場からの排

出ガスによる大気汚染は低下してきたが、依然とし

て大気汚染は東京圏、阪神圏等に残った。これら大

都市圏では社会経済活動が集中し、自動車交通量が

多いためである。最近では大気汚染物質の最大の排

出源は自動車となっている。この大気汚染は大都市

圏公害といえるものであり、大都市圏における経済

活動、住民の生活により生じる自動車交通に起因す

ると考えられる。その意味では、住民は大気汚染の

被害者であるとともに加害者であるという一面も併

せ持っていると言える。

　この大気汚染の他に、１９８０年代後半以降はＣＯ２等

の温室効果ガスによる地球温暖化に対する関心が世

界的に高まっている。この原因は、経済成長やそれに

伴う生活水準の向上により増加するエネルギー消費

のためより多くの化石燃料を燃やし、その結果ＣＯ２
の排出量が増加し続けていることにある。この地球

温暖化問題は、我々の生活や経済のさまざまな活動

から排出されるＣＯ２により起こるものであり、いわ

ば我々の生活様式、経済構造に深く根ざした問題で

ある。

　５．大気質問題の展望

　５－１　大都市圏の大気汚染

１）窒素酸化物と粒子状物質の排出量

　東京圏の自動車から排出されるＮＯｘとＰＭの総量

を予測してみた。この排出量の計算は、将来の自動

車交通量と排出係数を予測することにより行われた。

将来の自動車交通量は、最新の走行台キロの伸びを

将来に当てはめて予測した。また、将来のＮＯｘとＰ
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Fig. 10　自動車の旅行速度と排出係数の関係５）
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Ｍの排出係数は、将来の自動車排出ガス規制の強化

や将来の年式別自動車保有状況を考慮して予測した。

この予測によると、自動車交通量の増加にもかかわ

らず、排出ガス規制の強化により排出係数が低減さ

れるため、ＮＯｘの総排出量は１９９４年の６３，９００ｔから

２０１０年の２６，０００ｔに、またＰＭの総排出量は１９９４年の

６，５００ｔから２０１０年の１，４００ｔに減少する。このように

自動車からのＮＯｘとＰＭの排出量は、それぞれ２０１０

年までに１９９４年の約６０％と約７８％削減されると予測

される。

２）二酸化窒素の環境濃度

　上記のとおりＮＯｘとＰＭの排出量は大幅に減少す

ると予測されるが、それではこれによりこれらの環

境濃度はどの程度低下するのかを見てみよう。

　Fig.11は、将来の東京圏における２７箇所の自排局

と３６箇所の一般局でのＮＯ２の環境濃度を予測したも

のである。ここでは、自動車からの排出量は上記の

とおり減少するとし、工場・事業所、家庭等その他

の排出源からの排出量は現況どおりとして予測した。

自排局におけるＮＯ２の年間９８％値は１９９４年の６８ｐｐｂ

から２０１０年の５２ｐｐｂへと約２３％減少している。同様

に一般局では、ＮＯ２の年間９８％値は同期間に５８ｐｐｂ

から４４ｐｐｂへと約２４％減少している。これらの予測

によると、ＮＯ２の環境濃度は自動車からのＮＯｘ排出

量の減少ほどには減少しない。これは、自動車以外

からの排出量が現状のままとしていることと大気中

における一酸化窒素（ＮＯ）からＮＯ２への変換のため

である。

　一方２０１０年の濃度を箇所別に見てみると、自排局

では２７箇所のうち２５箇所が、また一般局では３６箇所

すべてが環境基準を達成すると予測される。

３）浮遊粒子状物質の環境濃度

　同様にFig.11は、将来の東京圏における２３箇所の

自排局と３６箇所の一般局でのＳＰＭの環境濃度を予

測したものも示している。自排局におけるＳＰＭ濃

度の年間２％除外値は、１９９４年の１４９μｇ／ｍ３から

２０１０年の１０８μｇ／ｍ３へと約２７％減少している。同

様に一般局では、ＳＰＭ濃度の年間２％除外値は同

期間に１２０μｇ／ｍ３から１０５μｇ／ｍ３へと約１２％減少

している。これらの予測によると、ＳＰＭの環境濃

度もまた自動車からのＰＭ排出量の減少ほどには減

少しない。これは、ＮＯｘの場合の理由の前者と同じ

である。

　測定局を箇所別に見てみると、２０１０年において自

排局では２３箇所のうち４箇所が、また一般局では３６

箇所のうち１５箇所が環境基準を達成するのみと予測

される。

　５－２　自動車からの二酸化炭素の排出　

　Fig.12は将来の自動車からのＣＯ２排出量を予測し

たものである。省エネ法により規定されている燃費

基準によると２０１０年までに小型車からのＣＯ２排出量

は、１９９５年に比べると１６．６％低減すると推計される。

小型車と大型車の年間走行台キロと排出係数を考慮

すると、それぞれの二酸化炭素排出量の比率は６４％

と３６％であると推計される。これに基づきさらに

２０１０年に製造される新車からの走行距離１ｋｍ当た

りのＣＯ２排出量を推計すると、１９９５年の新車に比べ

て１０．８％の減少となる。これらの結果に基づき２０１０

年における全車両からのＣＯ２排出量を推計すると、

省エネ法による燃費の改善がない場合に比べて

５．７％減少することになる。

　一方、燃料電池自動車等の電気自動車が実用化さ
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Fig. 11　東京圏におけるＮＯ２濃度とＳＰＭ濃度の予測６）
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れ、すべての小型車がこれに転換すると仮定すると、

全車両からのＣＯ２排出量は２６％低減すると推計され

る。

　上記のほかにも、公共交通機関の利用促進等の交

通需要マネジメントを推進することにより交通流の

円滑化が進むと、さらにＣＯ２排出量が低減されると

考えられる。

　このように日本を含む先進国では大量に排出され

ているＣＯ２を省エネ技術の開発により削減しようと

しているが、経済発展を目指している発展途上国で、

例えば今後自動車保有率が現在の１００台／千人以下

から先進国並の約５００台／千人に増加していくと、

世界全体のＣＯ２排出量は削減どころか、逆に大きく

増加することも考えられる。

　６．おわりに

　本稿では大気質問題を論じた。ＳＯ２とＣＯによる

大気汚染は、環境対策技術の進歩により解決された。

まだ残っているＮＯ２とＳＰＭによる大気汚染は、以

前に比べて良くなってきているが、まだ、大都市圏

では問題である。しかし、今後の自動車排出ガス規

制のさらなる強化によりこの大気汚染は大きく改善

されると予想される。このように大気汚染問題は環

境対策技術の開発により改善されてきており、克服

に向けて展望が開けてきた。

　一方、ＣＯ２等による地球温暖化問題は、燃料電池

等の省エネ技術により進行を遅らせることはできそ

うであるが、（削減するべく努力はされているが）今

後も続く先進国からの大量のＣＯ２の排出と今後の発

展途上国の経済発展に伴うＣＯ２排出量の増加により

このままでは避けることは困難と考えられる。これ

は我々の生活様式、経済活動に深く根ざした問題で

ある。省エネ等の対策技術の開発も重要ではあるが、

我々の生活様式、経済活動をＣＯ２の排出が小さいも

のとなるように改めることがそれ以上に重要である

と考えられる。我々は地球温暖化を緩和するために

あらゆる手段によりＣＯ２等の温室効果ガスの排出量

を減らすとともに、温暖化により生じる海水面の上

昇等さまざまな問題に対処・適応していくことも求

められている。
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